










法人税問答シリーズ
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護Q交際費として支出するものについては、課税仕議
議 入れになるものとならないものがあると聞いてい警

護 ますが、交際費についての消費税の取扱いについ議
務

て教えてください。 銀
総
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‘' A 交際費とは、事業者が事業を行う上で必要な接待や交際のために要した費用で接待費、
機密費、謝礼、祝金その他名称、のいかんを問わずその得意先、仕入先等事業に関係のある

者などに対して接待、きょう応、贈答などの行為のために支出された費用をいいますが、

消費税の処理上、次のとおり、課税仕入れに該当するものとしないものがあります。

1 課税仕入れに該当する費用

(1) 得意先に対する贈答品費

(2) 接待のための飲食費、交通費など

(3) 得意先を招待した圏内旅行、観劇、スポーツ観戦などの費用

(4) 接待のためのゴルフプレー費、ゴルフクラブの入会金(脱会の際に返還されないも

のに限ります。)及び年会費など

(5) 慶弔費などのうち果物、花輪などの物品で支出する場合その購入費

2 課税仕入れに該当しない費用

(1) 慶弔費、祝金、謝礼、見舞金などで金銭で支出するもの

(2) 役員等に対する渡切交際費など

(3) 機密費などの名目で支出した金銭でその使途が明らかでないもの

(4) 運転手や仲居さんなどに対するチップ、心付け

(5) テレホンカード、商品券などプリベイドカードの購入費用

(6) 接待のための飲食費とともに支払う特別地方消費税及ぴゴルフプレー費とともに支

払うゴルフ場利用税

‘' 

(東京国税局消費税課監修)
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護Q旅費・交際費の消費税の取扱いを教えてくださ
551 い。
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A 圏内における鉄道・航空などの運賃、宿泊費、日当などのうち通常必要であると認めら
れるものは課税仕入れに該当しますが、海外出張旅費等(圏内分は除きます。)は課税仕

入れに該当しません。
、.. 

1 圏内出張費等

(1) 旅費等

鉄道・航空・パス・タクシーなどの運賃、宿泊費、日当のうち、その旅行について

通常必要であると認められる部分の金額は、課税仕入れに該当しますが、その範聞を

超える部分は、所得税法上給与として課税されることになり、課税仕入れに該当しま

せん。

(2) 国内の転勤に伴う支度金

圏内の転勤に際して支給される支度金が通常必要であると認められるものであれば

課税仕入れに該当します。

2 海外出張費等

、v 海外出張のために支給する交通費、宿泊費、日当などは課税仕入れに該当しませんが、

圏内における交通費及ぴ出発前夜の宿泊費を実費分として、他の海外出張旅費と区分し

ているときは、その実費部分については課税仕入れに該当します。

3 自社使用のためのプリベイドカード等

自社で使用するために、電車・パスなどの回数券や鉄道会社などが発行するプリベイ

ドカードなどを購入した場合の課税仕入れの時期は、原則として、役務の提供を受けた

時です。

ただし、継続適用を条件としてその購入時の課税仕入れとすることができます。

(東京国税局消費税課監修)
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バス研修会

地区会活動報告

秋川渓谷と数馬の里 • 
雄来世科

清
ら
か
な
空
気
、
清
ら
か
な
水
の

酒
蔵
の
前
で
記
念
撮
影

高ヶ坂支部長金森 ・高ヶ坂地区会

を満喫しました。

奥多摩湖と山波を楽しみながら、沢の井の

酒蔵見学、そして対岸の中国と縁を持つ寒山

寺、古川英治記念館では改めて大作家の作品

を再認識し、足跡を偲ぶ事が出来ました。車

中にあっては税務署の西本、根本両氏の税に

ついてのお話、又税金クイズ、ビンゴゲーム

と和気諾々 と充実した研修旅行でした。

早くも来春の予約申込をする程の気の早い

人も居り好評の内に蕪事終了する事が出来ま

した。役員の皆様には御芳志をはじめ御協力

頂きました事厚く 御礼申上げます。

今にも降り 出しそうな空模様が、五日市街

道に入る頃より、折々青空が見えはじめ、参

加者の日頃の心掛けが幸いしたか行楽日和に

向かい、 雰囲気も明るく、 40余名、ふる さと

工房に着いたのは10時、 軍道紙の紙漉き工房、

陶芸の家と見学 し、しばし渓谷と緑の山々の

景観を楽しみました。ただ杉花粉の飛散する

様に思わず鼻を手で被う場面もあり、新緑の

美しさとは裏腹に、 j戻とクシャミの連続で耐

え切れない方も居て、自然の脅威を思い知ら

されました。昼食は数馬の里の三頭山荘で、

10種に及ぶ山菜料理は他では味わえない珍味

3地区会合同役員会報告2 鶴川 1
鶴川第3地区会会長須 崎 一 男

7年度事業計画(案)の資料を全役員に配布

して地区会関係の内容を説明し (会員増強)

活発な意見交換あり 、役員相互の親睦を深め

る事が出来ました。

参加者29名

以上報告いたします。

0
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• 
日 時平成7年6月6日(大黒屋にて)

定刻の 6時30分より 司会須崎の進行で役員

会を開催 しました。

前副会長の萩生田様より挨拶を頂き、続い

て3地区会長を代表して石川様より挨拶を頂

き、続いて第 2地区会長、島野様の新任の紹

介をして挨拶を頂きました。次に本題の平成

• 



本町田地区役員会開催

本町田地区会会長

の重さを感じます。

討議の結果役員の皆様から本町田地区副会

長である私を会長に選出していただき、大役

をお引き受けし閉会しました。活動をとおし

地域社会を活性化させるため地区全会員 との

懇談の場、その他を開催し地区活動の基本と

して行く事が役員の責任と思っております。

尚本年度も地区研修会を重点的に計画してお

りますので、本部役員の皆様の御協力と御指

導をお願い申 し上げます。

~ --J"I. 木
宿巨-

E各

平成 7年度、本町田地区役員会が、5月8

日本町田 「大神」において開催されました。

今回の地区会の議題は法人会総会時に行われ

る役員改選に伴う地区の人事についてです。

長年にわたり 当地区の地区会長を努められて

きた矢沢地区会長が、本部役員候補に指名さ

れた為、地区会長を選ぶという大事な会合で

した。(本部委員候補者名簿届済)改めて地

区会長の役割を考えてみますと、地区内を把

握しているか、常日頃時間の調整が可能か、

法人会の理念を理解しているか等、その責任

成瀬地区合同役員会

夫邦木呂田成瀬第l地区会会長
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成瀬地区は、「成瀬第 1J r成瀬

第 2Jの地区会に分割されました。

6月12日、野川副会長。町田税

務署西本法人第 l統括官、根本上

席指導官にご出席頂き合同役員会

を開催しました。

会活動を活発に行うため、両地

区とも新役員を増やし、支部長や

各委員も決定されました。今後の

各種行事等については、 合同で行

うこ とになりました。

「地区が小さくなった分、会員

に対するきめ細かな会活動を展開

しよう」と各役員はりき っていま

す。



厚生委員会からお知らせ

大型保障制度の
平成 6年度の実績について

東京法人会連合会総会で大型保障制度推進第1位
の表影状を服部会長からうける町田の石井前会長

会員の皆様におかれましては暑さ厳しき折

いかがお過ごしでしょうか。

おかげ様で町団法人会は東法連の中で今回

のキャンペーンの往路におきまして第 l位の

栄誉に輝く事ができ ました。これもひとえに

会員皆様方の御協力の賜と心よ り感謝申し上

げます。

今年も早や半年以上を経過したわけですが、

厚生委員長 加 藤史朗

1月の阪神大震災、そしてオウム真理教によ

るサリン事件と未だ我々が経験したことがな

い様な災害に見舞われてしまいました。

保険というものは、空気の様な存在ではな

いかと私は思うのであります。人間とは、や

はり空気がなければ生きてゆけないわけです

から、保険も困った時の神頼みとまではゆか

ないまでも、いざという時少しは皆様のお役

に立てるものと信じて居ります。

非常に経済状態は厳しい現実が続いて居り

ますが、会社のいくらかの金額を保険に回し

ていただければ幸いと思います。

又、キャンベーンは只今、復路に入って居

りまして来年の 3月末日が最終であります。

2年間の長いキャンペーン期間でありますが、

前半戦ト ップの成績に準ずる様に頑張りたい

と思いますので、会員の皆様の御協力、御鞭撞

の程宜しくお願い致します。

研修委員套からお知らせ

参加者38名に修了証書
第3岡ワープロ教室

例年好評を頂いておりますワープロ教室は、

去る 6月7日から毎週水曜日全5日開催しま

した。最終日の7月5日には、 38名の方々に

修了証書と記念品が手渡されました。

教室は、 (学)田後学園 ・町田経理専門学校

のご協力を頂きました。

平成7年度第3回ワープロ教室で全課程を

修了された方々は、次のとおりです。(敬称略)

研修委員長杉浦信男
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五十嵐
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安田

森園

高橋

奴久妻

藤

天

天

鈴

松

村

藤

田

野

野

木

坂
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有限会社新

パワードライブ

有限会社

株式会社 ライフショップナカムラ

有限会社クラウド

楠瀬産業株式会社

新栄技研株式会社

新栄技研株式会社

有限会社安田土木

有限会社森園新聞庖

有限会社

株式会社

株式会社

井商庖

株式会社
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大妻工務庖

大妻工務庖

アマノ工業株式会社

アマノ工業株式会社

有限会社ブラウニ一

株式会社新城建設

有限会社村上クリーニング庖

ふじおか産業有限会社
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株式会社

有限会社葵システム

富士興産株株式会社

株式会社倉持ハウジング工業

株式会社

有限会社

有限会社

有限会社

ジェイツー

有限会社

有限会社

有限会社

有限会社

株式会社

仁愛

仁愛

有限会社秀

有限会社玉

伊計也事務所

アイ・エヌ・ジー

オールサーチ

下電業

有限会社

イノー工芸社

石川工務庖
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最低資本金達成のタイムリミ
一一対応策説明会開く一一

ツ

野

税務関係

O町田税務署法人課税第 1部門

O東京税理士会町田支部

(森野1-34-10第 l矢沢ピル 4F)TEL(29)0777 

無料相談日は毎月第 2木曜日 10:00-15:00

0町岡市役所市民相談室「国税相談」毎月第3火曜日

(電話予約が必要 TEL (24) 2 1 0 2) 

登記関係

O東京法務対町田出張所(中町1-23-4 TEL22-2414) 

O町田市役所市民相談室「登記相談」毎月第3木曜日

増資・登記などの相談は

TEL (28) 7211 

商法に会社の最低資本金制度が導入されて、

はや4年。達成のための最終期限は平成8年

3月31日。すぐそこに迫っている。

当法人会では、その対応策や必要事務につ

いての説明会を、 5月19・26日の両日、健康

福祉会館で聞いた。講師は町田税務署法人課

税第 I部門の西本統括官と根本上席指導官。

会場には熱心な会員がつめかけて、参加者

は約200人にのぼった。

、，

会費5，000円

会費 15，000円

お知らせ「講習会の予定」

中級実務簿記講習会 9月21日より毎週木曜日全10回

パソコン教室 10月11日より毎週水曜日全5回

-21 



広報委員会からお知らせ

皆んなで作り上げる会報をグ
東法連会報作成基礎講座聞かれる

今年で7回目になる基礎講座。大雨の中、

160名が参加。熱心に聞き、質問も沢山出て

有意義な講座でした。(町田法人会から 5名

出席)

ご挨拶

川野東法連広報委員長

「広報活動は、会と会員を結ぶ大切な役目を

しています。かたくるしい記事でなく、会員

の皆様に読まれる会報作りに努力して下さ

し、」

第 1講座

柏木読売新聞社編集局次長

「今年は新聞界にとっても、異常な年です。

号外が、半年で7回(いつもは年 3回位)も

発刊された」

「読売新聞は1，000万部発刊されているが、

いつも、みだしゃレイアウ トに苦労していま

す」

「最近はコンピュータによる紙面作りが可

能になり、地方でも東京と同じ紙面を読むこ

とができます」

「読まれる紙面作りのため、文字を大きくし

広報委員長木目田 冗

たり、余白を作ったり、

ケイ線を工夫したり、カ

よ ラー写真を多くしていま

き す」
編
集 第2講座
者

佐藤全法連広報室長を
め

「法人会が税務協力団体ざ
す
から大衆化した団体に変者

の わりつつある (納税意識
集
し、 の高揚から地域社会に貢

献する)ので会報もかたい記事から会員中心

の記事にする」

「会報は、会と会員を結ぶ役目や情報の供給

源である」

「法人会の会報は、競争がないので、見だし

等に工夫が無い。季節や行事報告等のタイミ

ングのずれがある」

「不透明な時代の時こそ読まれる会報が重要

である。活動している法人会ほど記事が沢山

集まり、読んでいても熱気を感じる」

「編集者は

(1)やじ馬根性を持つ(情報の収集)

(2)知識を幅広く持つ (偏らない記事)

(3)バランス感覚や美的感覚を持つ」

この講座を糧に、よろこば‘れる会報を
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製造物責任法
(PL法)のあ5まし

製造業者等の損害賠償の責任を定めた新法・

製造物責任法 (通称・ PL法)が本年7月1日

かう施行されました。PL法はアメリ力やEC

諸国ではすでに実施され、わが国でも製造物の

欠陥による被害者の保護を図ることにより、国

民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に役

立てようと、 今回新たに導入されたものです。

欠陥責任主義に立脚したこの新法は、産業界に

今後様々な影響を及ぼすことが予想されます。

PL法のあうましについて解説することにし

ましょう。

PL法とは
PL法は製造物の欠陥により 、人がけがをしたり

死亡したり、また火災が発生したりするなどして被

害が生じた場合の製造業者等の損害賠償の責任につ

いて定めたもので、第一条から第六条までの 6つの

条文から構成されています(別表参照)。この法律

のポイントでもある製造物の責任については第三条

で次のように定めています。

一一一製造業者等は、 その製造、 加工、輸入等をした

製造物であって、その引き渡したものの欠陥により

他人の生命、身体又は財産を侵害したときは、これ

によって生じた損害を賠償する責めに任ずる。た

だし、その損害が当該製造物についてのみ生じたと

きはこの限りでない。

これは、 PL法は製造者に『過失』がなくても賠

償責任を負わせる法であることを意味します。現行

法の民法709条 (不法行為責任)では、被害者は加

害者の過失(欠陥製品による事故の発生につき予見

可能性があったにもかかわらず回避義務を怠った)

を立証しなければならないこととなっていますが、

今回のPL法は、被害者が①欠陥の存在②損害の発

生③欠陥と損害の因果関係を立証すればよいとさ

れ、被害者の立証責任を軽減した法といえます。

PL法で対象となる製品は
PL法で対象となる製品は、第二条で製造物の定

義として、欠陥、製造業者等の定義とともに定めら

れています。

第1項に定められた「製造物」とは製造または加

工された動産を指します。この動産とは民法上、不

動産以外の有体物を指しますので、不動産、未加工

農林水産、修理 ・運送等の役務サービス、電気 ・熱

などの無形のエネルギー、ソフトウェア等有体物に

該当しないものは、対象外となります(別図参照)。

ただし、製造または加工されたという定義に明確な

解釈規定が存在しないため、これらは今後の判例な

どにより定義づけられることになるでしょう。

第2項に定められた「欠陥」の概念に関しては、

立法化に向けての検討作業のなかで消費者期待基

準、 危険効用基準、標準逸脱基準等、 各種の基準が

唱えられ議論のあったところですが、最終的に PL

法では安全性欠如基準とでもいうべき 「製造物が通

常有すべき安全性を欠いていること」をもって 「欠

陥」とする基準が採用されました。これに該当する

か否かは次のような考え方を総合的に判断すること

とされています。

①「当該製造物の特性」

本来的には製造物自体が有する固有の事情を考慮

するということであり、この国有の事情には、製

造物の表示、製造物の効用 ・有用性、価額対効

果、被害発生の予測可能性とその程度、製造物の

通常使用期間・耐用期間等が含まれます。

②「通常予見される使用形態」

製造物の使用に際しての事情を考慮するというこ
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とであり、その際には製造物の合理的予期される

使用、製造物の使用者による損害発生防止の可能

性も考慮の対象とされます。

③「製造業者等が当該製造物を引き渡した時期」

引き渡した時期に係わる事情を考慮するというこ

とであり、製造物がヲlき渡された時期、あるいは
技術的実現可能性が考慮の対象になります。

7.家具・家庭用品等

8. レジャー・スポーツ用品・玩具

9.化学製品等

10.不動産を構成する動産

(壁材・床材・窓枠・屋根瓦)

など

第3項では、責任主体を規定しており、製造業者

とは広く『物jを製造する業者を意味し、完成品

メーカーだけでなく部品メーカー、原材料メーカ一

等、一般消費者と間接的な関係にある製造物の製造

業者も含まれます。

また、輸入や氏名等の表示を行った業者等も責任

主体となったことも注目されます。本来、販売業者

の範ちゅうの輸入

業者に対しては一

般消費者が海外の

メーカーに損害賠

償責任を追及する

ことは事実上困難

であること、表示.，

業者には消費者が

メーカーと認知し

やすいことなどか

ら製造物責任が課

されることになり

ました。
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製造物責任法(PL法)全文

(目的)

第一条 この法律は、製造物の欠陥により人の生命、身体

又は財産に係る被害が生じた場合における製造業者等の

損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保

護を図。、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全

な発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第二条 この法律において「製造物」とは、製造又は加工

された動産をいう。

2 この法律において「欠陥」とは、当該製造物の特
性、その通常予見される使用形態、その製造業者等が

当該製造物を引き渡した時期その他の当該製造物に係

る事情を考慮して、当該製造物が通常有するべき安全

性を欠いていることをいう。

3 この法律において「製造業者等」とは、次のいすれ
かに該当する者をいう。

一 当該製造物を業として製造、加工又は輸入した者

(以下単に「製造業者」という。)

二 自ら当該製造物の製造業者として当該製造物にそ

の氏名、商号、商標その他の表示(以下「氏名等の

表示」という。)をした者又は当該製造物にその製

造業者と誤認させるような氏名等を表示した者

三前号に掲げる者のほか、当該製造物の製造、加

工、輸入又は販売に係る形態その他の事情からみ

て、当該製造物にその実質的芯製造業者と認めるこ

とができる氏名等の表示をした者

(製造物責任)

第三条製造業者等は、その製造、加工、輸入又は前条第

三項=号若しくは第三号の氏名等の表示をした製造物で

あって、その引き渡したものの欠陥により他人の生命、身

体、又は財産を侵害したときは、これによって生じた損

害を賠償する責めに任する。ただし、その損害が当該製

造物についてのみ生じたときは、その限りでは芯い。

(免責事由)

第四条前条の場合において、製造業者等は、次の各号に

掲げる事項を証明したときは、同条に規定する賠償の責

めに任じない。

一当該製造物をその製造業者等が引き渡したときに

おける科学又は技術に関する知見によっては、当該

製造物にその欠陥がある日を認識することができ ' 
1eJ..かったこと。

二 当該製造物が他の製造物の部品又は原材料として

使用される場合において、その欠陥が専ら当該他の

製造物の製造業者が行った設計に関する指示に従っ

たことにより生じ、かつ、その欠陥が生じたことに

つき過失がないこと。

(期間の制限)

第五条第三条に規定する損害賠償の請求権は、被害者又

はその法定代理人が績害及び賠償義務者を知った時かう

三年間行わZ互いときは、時効によって消滅する。その製
造業者等が当該製造物を引き渡した時から十年を経過し

たときも、同様とする。

2 前項後段の期間は、身体に蓄積した場合に人の健康
を害するとととなる物質による損害又は一定の潜伏期

聞が経過した後に症状が現れる損害については、その

損害が生じた時から起算する。

(民法の適用)

第六条 製造物の欠陥による製造業者等の損害賠償の責任

については、この法律の規定によるほか、民法(明治二

十九年法律第八十九号)の規定による。

anτ ヮ“



部会だより 女性部会|

女性部会と改称、さらなる躍進をグ
定時総会を終えて

6月8日ホテルザ・エルシィ町田に於いて

第14回の定時総会を開催いたしました。

ご多忙のなか、 町田税務署から守屋署長、

秋元副署長、西本第一統括官、根本上席指導

官にご出席いただきました。

併せて岩波新会長、矢沢新副会長(当部会

担当)東保新青年部会長のご出席もいただき

有りがとうご、ざいました。皆様のご指導のお

かげをもちまして、年間行事、研修会など企

画実施してまいりました。

おかげさまで部会員も増加し、積極的に参

加して下さる様にな りました。

総会は荒江幹事の司会で始まり、議案の検

討に入札昨年と変った事項は、第 5号議案

に於いて本年より「婦人部会」より「女性部

会」に改称することになりました。

第6号議案にて任期満了に伴う役員改選が

審議されました。その結果、部会長留任、副

部会長に神蔵、中島、土方、 三沢の四人、 会

計には島野、坂田弘子(原町田)、会計監査

女性部会長 堤 敏子

さあ「女性部会」の出航です

には東候、佐瀬さち子(南大谷)の各氏が選

任されました。新幹事全員拍手を以って承認

され、ここに総会が無事終了いたしましたこ

とをご報告申し上げます。

本年度も皆々様のご理解あるご指導により

法人会の目的に添いつつ、事業の発展と社会

への貢献に努力してまいりたいと思います。

どうぞよろしくお願い申し上げます。

最後に 5月をもって御退任なさいました石

井前会長様、萩生田前副会長様に心より感謝

申し上げ、ご挨拶といたします。

総会記念講演川合歌子エルシィ会長

サービスの原点を尋ねて

会場にお迎えした(エルシィ会長)川合歌

子さんは、小柄で、ブルーの淡いスーツがピ

ッタリの、色白でしわ一つない、品の良さを

十分漂わせていらっしゃいました。背筋をピ

ッと伸ばし、 それでいて優しさを持っていら

っしゃるのが、とても印象的で、した。ホテル

のサービス業務を中心のお話で「日に一度問

い質そう魂に向って七つのシンJ (新)常に

女性部会幹事 日比野 操

新しい気持ち、(真)真に正しく 、(伸)成長、

(親)親切、(信)信じ、(進)前向きに進み、

(心)温い心、又、 「美しい人」でありたい……。

と繰返しておられました。一つ一つ考えてみ

ますと、どれも普通の当り前の事でしたが、

この当り前の事を忘れがちで実行できないも

のです。巾広く御商売をされていらっ しゃる

にもかかわらず、謙虚に辛抱強く繰返してい
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らっしゃる所に深く感銘を受けました。又お

年を感じさせず先頭に立ち第一線で御活躍さ

れている事にも驚きを禁じえませんでした。

新聞、テレビ等で、不況や凶悪犯罪の報道が

多い昨今、痛んでいた心が和み、暫し時を忘

れさせていただきました。大変有意義なお話

をありがとうございました。私共小売業に携

わる者にも大変参考になり、大きな励みにな

りました。この講演で聞いたお話を、日々の

生活の中で心掛けて行きたいと思います。

|部会だより 青年部会女性部会 l
一上手な話し方の技術

青年部会・女性部会公開講演会

去る 6月17日、 エルシィ町田において、町

田法人会青年部会 ・女性部会主催の公開講演

会を開催しました。当日は、 280名近くの聴

講者の参加を得、能力開発研究所所長坂上

肇先生を講師にお迎えし、 話し方の技術 (自

分を上手に出し、相手を動かす話し方)につ

いて、お話して頂きました。以下、その講演

要旨を御報告致します。

-話し方のプロになるまで

35才までは話をするのが嫌いだった。(家

庭環境による情緒障害が原因)しかし「デモ

ステネスイ云」を2売み、「どもり」だった彼カf

世界ーの名演説家になったことに感銘を受け

た。デモステネスにできたことは自分にもで

きると確信、話し方のプロになると決意した。

会場はたちまち満員に

青年部会会計中島 忍

・話し方の技術、その学び方

「我以外、皆師」

問題意識を持って、話し方に関してわから

ないことを洗い出し、調べ上げる。いつでも

どこでも誰からでも学ぶ。

-話の目的

①相手に好印象を与える。

②相手によくわからせる。

①相手をその気にさせる 0

.話をする態度

聞き手の為に、①~①を満たし、全身全霊

を傾ける。

-話の技術

①わかりやすい言葉(大和ことば)を使う。

②声の出し方を工夫する。

③表情を豊かにして話す。

以上の点をふまえ、話の技術を磨くことが

大切。そして、次の標語を繰り返し唱えて努

力すれば、必ずあなたも自分を上手に出し、

相手を動かす話ができる。

「目標達成、私はできる、私はやる。」

この後、聴講者全員でこの標語を復唱しま

した。

以上のお話から、話し方の技術について、
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今まであまりに自分は知らなかった事に気付

きました。そして努力していけば、必ず今ま

でよりも、上手に話せるようになる、そうし

た意欲がわいてきま した。

こうした先生の情熱あふれるお話にいたく

感銘し、大変有意義な講演会でした。

先生のますますの御活躍をお祈りしつつ御

報告と致します。

ミ私はできる。私はやる。ミ
その意気が大切です一一坂上先生

部会だより 青年部会|

部会長就任の挨拶と総会報告

第16回(社)町田法人会青年部会定期総会

に於いて、部会長に就任しました東候実です。

岩波会長をはじめ親会の皆様、どうぞよろし

くお願い申しあげます。

青年部会では、部会運営 ・事業等を各グル

ープが企画・立案し、役員会で審議 ・決定し

全員で活動しております。従ってグループ活

動の活性化が青年部会の活性化につながりま

すので、各個人が主体性をもって参加 し意識

の向上を図っていきたいと思います。また、

親会の下部組織としての青年部会は企業の後

継者育成の場であり 、法人会活動推進のため

の担い手である事を自覚し、各事業への参画

を通じて自己研績を図る場として積極的に活

動してまいります。岩波会長をはじめ皆様の

ご理解とご協力をこの場をおかりしてお願い

笑顔で、 こもごも謝恩と激励と

青年部会長東候 実

勇気。元気。新部会長誕生

申しあげます。

総会は4月27日、ラポール千寿閣に於いて

親会から石井会長、岩波副会長他多数の役員

の方。婦人部会から堤部会長。町田税務署か

ら守屋署長他幹部の方のご臨席をいただき、

総勢44名の出席者のもと行なわれました。

三橋部会長の挨拶に始まり、第 1号議案か

ら第 5号議案まで慎重な審議が行なわれ満場

一致にて、議事が終了いたしました。新部会

長挨拶、新役員の紹介が行なわれ、親会を代

表し石井会長、町田税務署より守屋署長のご

挨拶をいただき、無事定期総会は終了いたし

ました。当日ご参加下さいました皆様、厚く

御礼申しあげます。
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表紙のことば 乳白色の煙霧が掻き消えると、突然、朝日が海面を光らせた。

誰かが「日本が見えたぞ一 !J と、どなっている。

私は復員船のデッキから小さな烏の緑を見つめていた。

<ああ、俺は生きて帰れたんだ……>

あれからもう50年、昭和21年6月14日、紀州、田辺吋lでのこ

とであった。

“朝日が耀いたとき"

三橋 国民

1 *B1iコ 三橋圃民氏この秋に個展

三橋園民氏は、町田市が誇る造形美術の泰斗です。

ご承知のよ うに当法人会会報の表紙のために毎回絵筆

をふるっていただいており、会報の思人とも言える方で

す。

戦後50年の今年、7月には、氏の亡き僚友への鎮魂の

書 「鳥の詩~死の島からの生還」がNHK出版から刊行

されました。

また秋11月には、精魂を傾けられた美術作品を発表さ

れます。予定の日時 ・会場等は次のとおりです。

直~ 鎮魂五十年・鉄のかたち展

期 日 1995ハ1/16C:>11/28(予定)(水曜定休)AM10: 00~PM6 : 30 

会場 町田市・町田JR駅前O分 ・HOEIDO ANNEX 4 Fホール

三橋国民氏略歴

東京都町田市出身・ET光風会理事-ET日展評議員 ・日展内閣総理大臣
11-菊奇Ht・会員n.
光風会辻 永記念u勲四等瑞宝賞-NHK自分史文学賞 ・!!易杯 三橋園民氏 ミ鍛造制作中ミ

編集後記

今年度より広報委員のメンバーが変わりまごついています。文章ばかりでなく写真やイ

ラス ト等を多く し、会員の皆様に読んで頂ける会報にしたいと思っています。

地区会での研修会や各種行事を会員の皆様より記事にしていただき投稿して下さい。

その時必ずカメラを持参し、写真を撮って一緒にお送り下さい。皆様に投稿して頂くこ

とにより 、会員参加の会報が出来ます。また会報に対してのご意見も、ぜ、ひお願いします。

発行入社団法人 |町団法人会会長岩波弘介

編集入 社団法人 u町田法人会広報委員会

東京都町田市原町田3丁目 4番4号

TEL 0427 (26) 2453 FAX 0427 (24) 5853 

法人会のシンボルマークです。

カラーはマリ ンフル一。 n吋
dつん



.充実の医療保障で安心。

.海外での事故・病気も保障。

(海外アシスタンスサービス制度あり)

.圏内・海外での救援者費用も保障。

.女性医療特約により女性特有の疾病による入院も保障。

事
業
一
筋
に
打
ち
込
ん
で
き
た
た
め
、

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
お
ろ
そ
か
に
な
っ
て
い
た
将
来
に
対
す
る
備
え
。

企
業
の
成
長
と
と
も
に
、責
任
は
ま
す
ま
す
重
く
な
っ
て
い
ま
す
。

そ
ん
な
重
責
を
果
た
し
つ
つ
も
、余
裕
か
感
じ
ら
れ
る
毎
日
を

き
っ
と
表
情
に
も
ゆ
と
り
が
出
て
く
る
は
す
で
す
。

。

.最長85歳までの長期保障、保険料は満期まで一定0

.法人が負担した保険料は、

一定の範囲で損金に算入できます0

・重責にふさわしい最高4億円を超える大型保障。

企業保障フラン〔総合型LJ
| 法人会の経営者大型総合保障制度 目

面)
西東京支庖/八王子市旭町10-3
(安嶋中央ピル3F)TEし0426-44-3151 

U 自
\~~ 

Dt1IDO大同生命
八王子支社町田営業所/町田市中町1-1-16
TEL 0427-22-5756 (東京建物町田ビル8F)

引受会社


